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議案第７５号

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例の一部

を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準の一部改正に鑑み，訪問介護の事業と介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営す

る場合における人員等の基準を定める等の必要があるによる。

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例の一部

を改正する条例

　福岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例（平成２４年

福岡市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

　第６条第４項を次のように改める。

４　指定訪問介護事業者が法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号）第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２

項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係

る法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指定

を併せて受け，かつ，指定訪問介護の事業と当該第１号訪問事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については，市町村の定める当該第１号訪問事業の人員に

関する基準を満たすことをもって，第１項及び第２項並びに前項の規定に基づく規則に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。

　第８条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第６条第４項に規定する第１号訪問

事業に係る指定事業者」に，「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１号訪問事業」に，
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「指定介護予防サービス等基準条例第８条第１項に規定する」を「市町村の定める当該第１

号訪問事業の」に改める。

　第１８条第４項中「基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第１８条第

１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業」を「法第１１５条の４５

第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護及び基準該当介護予防サービス（法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防

サービスをいう。以下同じ。）に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）」に，「同

項及び同条第２項に規定する」を「市町村の定める当該第１号訪問事業の」に改める。

　第２０条第２項中「基準該当介護予防訪問介護の事業」を「第１８条第４項に規定する第１号

訪問事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第２０条第１項に規定する」を「市町村の定

める当該第１号訪問事業の」に改める。

　第２３条第３項中「指定介護予防サービス等基準条例第２３条第１項に」を「福岡市指定介護

予防サービス等の事業の人員，設備及び運営等の基準等を定める条例（平成２４年福岡市条例

第７０号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第２３条第１項に」に改める。

　第３４条中「維持回復」の次に「及び生活機能の維持又は向上」を加える。

　第３５条第５項中「第８８条第１項」を「第８８条第３項」に，「指定複合型サービス（指定地域

密着型サービス基準条例第８７条に規定する指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８７条に規定する指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改める。

　第４１条及び第５１条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。

　第５２条第３項中「指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第５２条

第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）」を「法第１１５条の４５第１

項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者」に，「指定介護予防

通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第５１条に規定する指定介護予防通所介護をいう。

以下同じ。）の事業」を「当該第１号通所事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第５２

条第１項及び第２項の規定に基づく規則に規定する」を「市町村の定める当該第１号通所事

業の」に改める。

　第５４条第３項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第５２条第３項に規定する第１号通所
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事業に係る指定事業者」に，「指定介護予防通所介護の事業」を「当該第１号通所事業」に，

「指定介護予防サービス等基準条例第５４条第１項及び第２項の規定に基づく規則に規定す

る」を「市町村の定める当該第１号通所事業の」に改める。

　第５６条の次に次の１条を加える。

　（事故発生時の対応）

第５６条の２　指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生

した場合は，速やかに市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係る居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。

２　指定通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。

３　指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。

４　指定通所介護事業者は，第５４条第１項に定める設備を利用し，夜間及び深夜に，指定通

所介護以外のサービスを提供したことにより事故が発生した場合は，第１項及び第２項の

規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

　第５７条中「から第１７条まで」を「，第１５条，第１７条」に改める。

　第５９条第１項中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。

　第６７条中「から第１７条まで，第５５条及び第５６条」を「，第１５条，第１７条，第５５条から第５６

条の２まで」に改め，同条に後段として次のように加える。

　　この場合において，第５６条の２第４項中「第５４条第１項」とあるのは，「第６３条第１項」

と読み替えるものとする。

　第６８条第３項中「基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第５８条第

１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業」を「法第１１５条の４５

第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所

介護及び基準該当介護予防サービスに該当するものとして市町村が定めるものに限る。）」に，

「同項及び同条第２項の規定に基づく規則に規定する」を「市町村の定める当該第１号通所

事業の」に改める。

　第７０条第３項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第６８条第３項に規定する第１号

通所事業」に，「指定介護予防サービス等基準条例第６０条第１項及び第２項の規定に基づく規
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則に規定する」を「市町村の定める当該第１号通所事業の」に改める。

　第７１条中「，第１６条」を削る。

　第７２条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。

　第９６条中「若しくは指定認知症対応型通所介護事業所」を「，指定認知症対応型通所介護

事業所」に改め，「をいう。）」の次に「若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第４１条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）」を加える。

　第１１４条第３項を削る。

　第１２０条を次のように改める。

第１２０条　削除

　第１２９条中「及び第１１９条から第１２１条まで」を「，第１１９条及び第１２１条」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

　（介護予防訪問介護に関する経過措置）

２　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）

による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防

サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は法第５４条第

１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定

する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては，この条例による改正

前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例（以下

「改正前の条例」という。）第６条第４項，第８条第２項，第１８条第４項及び第２０条第２項

の規定は，平成３０年３月３１日までの間は，なおその効力を有する。

　（介護予防通所介護に関する経過措置）

３　旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７項に

規定する介護予防通所介護又は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サー

ビスに該当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当す
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るサービスについては，改正前の条例第５２条第３項，第５４条第３項，第６８条第３項及び第

７０条第３項の規定は，平成３０年３月３１日までの間は，なおその効力を有する。




